
1年学年だより

ご入学おめでとうございます
暖かい春の日差しに迎えられて、本日７９名の１年生が入学しました。小学生となる期

待や喜びで、子どもたちの小さな胸はいっぱいにふくらんでいることと思います。

１年生の学年だより「なかよし」は，新しい友達や新しい先生など、みんなとなかよく

過ごしてほしいという願いを込めて名づけました。子どもたちが安心して学校生活を送れ

るよう、子どもたちをしっかりと受け止め、温かく支えていきたいと担任一同、気持ちを

新たにしています。また、学校だけでなく地域の方や保護者の方々とも手を携えて、子ど

もたちを伸ばしていきたいと考えています。皆様のご協力をどうぞよろしくお願いいたし

ます。

担 任 紹 介

１組 奥川 祐加 ２組 芹沢 千里 ３組 堤田 真美

はじめての１年生、ど 今度、緑丘小学校から ぴかぴかの１年生と一

きどきわくわくしていま 転任してきました。実は、 緒に過ごせる毎日を楽し

す。 新任の時、この河和でお みにしています。

毎日明るく楽しく、な 世話になりました。保護 毎日笑顔がいっぱいで

かよく、笑顔でいっぱい 者の方の中には、知って 明るく元気な学級にして

元気いっぱいの学級にし る人がいるかも…とひそ いきたいと思います。精

ていきたいと思います。 かに期待しています。 一杯がんばります。よろ

よろしくお願いします。 仲よく、元気な学年を しくお願いします。

目指します。

４月の行事予定

８日（月） 入学式 ２３日（火） 家庭訪問、４０分授業

９日（火） 始業式、通学団会 ２４日（水） 内科検診

１２日（金） 身体計測、視力検査 交通教室予備日

１５日（月） 交通教室② ２５日（木） 心電図、家庭訪問

１８日（木） 給食開始 ４０分授業、13:05下校

こんにちは集会② ２６日（金） 聴力検査、家庭訪問

（新１年生歓迎会） ４０分授業、13:05下校

ぎょう虫、検便、検尿

１９日（金） 午後授業参観、学級 PTA ※②は２時間目を示します。

PTA総会
ぎょう虫、検便、検尿

２２日（月） 一斉下校
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☆配布物および提出物☆ 本日配布した物や、提出物などがあります。お確かめください。

配 布 物 内 容 提出日・注意等

教科書 国語・算数・生活・音楽・図工・書写 平仮名で記名

副読本 知多の友・明るい心
平仮名で記名して、

健康手帳 Ｐ２を記入してください。 ４月１０日（水）
裏表紙の内外に記名してください。 に提出
右上の切り取り部分を切り取ってください。

のり 道具箱に入れて保管しておきます。 平仮名で記名して、
４月１０日（水）
に持ってきてくだ
さい。

名札 名前の上の数字は、名簿番号です。 毎日左胸につけ、
紛失したり、壊れたりしたときは、担任に申し 登校
出て購入してください。（４５円）

ヘルメット 後ろに油性ペンで記名してください。 下校班が違う場合
丸シール 下校班の色シールを前後に貼ってください。

違う下校班 元の班

ｼｰﾙ ｼｰﾙ
前 後ろ

名前

毎日かぶって登校してください。夏期休業中は ２種類のシールを
帽子可です。 貼ります。

防犯グッズ 防犯ホイッスル
交通安全リボン（名札の下に付ける）
ワッペン（右肩に付ける）

学年だよりの 学校からの大事なお知らせをする「学年だより」 家庭保管
ファイル 「学校だより」などをとじてください。

ワンタッチ 「楽しいひらがなのれんしゅう」のプリントを 家庭保管
クリップ とじてください。

結核の問診票 太枠の中を記入してください。４月９日（火） ４月１２日（金）
に封筒を配布しますので、封筒に入れて提出し までに提出
てください。

小中学生総合保 案内書をお読みになり、希望される方は、必要 ご希望の方
障制度申込書 事項をご記入・捺印の上、提出してください。 ４月１２日（金）

までに提出

・ママとよいこの交通安全
・大切ないのちとあんぜん
・ぼく・わたしとのやくそく
・「給食後の歯みがきについてのお願い」プリント
・歯ブラシ
・「河和小メールサービス」利用内容プリント
・ゆうゆう冊子「学校だいすき」



☆次のものは、用意をしてください☆

パスケース 連絡帳やプリントを入れます。 記名をして、毎日
持たせてください。

道具箱（学用品） 下記の物を入れ、持たせてください。 記名して
４月１０日（水）

□ 自由帳 に持たせてくださ
□ クレヨンかクレパス い。
□ 先丸はさみ ※中身の１本ずつ、
□ 色紙 粘土ケースは、底
□ クーピー とふたにも記名し
□ 名前用油性ペン てください。

（細・極細のついたもの）
□ 粘土
□ 粘土板
□ ブロックセット
□ フェルトペン（水性、太・細２本）
□ のり

連絡帳 家庭と担任との連絡に使います。分からないこ 毎日持たせてくだ
と、困ったことなど気軽にご相談ください。 さい。

※連絡帳の表紙 また、当日体調で気をつけること、体育の見学
に次のページの 届けなどもお書きください。
用紙を貼ってお 担任からの連絡にも利用させていただきます。
いてください。 （ご覧になりましたら、サインをお願いしま

す。）



欠席したときに学校から連絡帳を届け

てもらえる児童の学年・組・氏名を所定

の用紙に書き、連絡帳の表紙に貼ってお

いてください。 ねん くみ

（３名書いていただけると助かります。）

ねん くみ

毎日、身につけるもの・持ってくるもの

ねん くみ

名札・ヘルメット・ハンカチ

はながみ・ ふでばこ・下じき

連絡帳・パスケース

☆ふでばこ…書き方鉛筆（Ｂか２Ｂ）４本・赤鉛筆１本・消しゴム（すべてに記名）・定

規（15cmほどのふでばこに入る大きさのもの）

☆用具は、前日にそろえるようにし、鉛筆を削る習慣をつけさせてください。

☆学年だよりの持ち物欄はひらがなでお知らせしますので、慣れるまではお子さんといっ

しょに調べてください。

《お知らせとお願い》
☆欠席・遅刻の連絡

・病気などで欠席や遅刻する場合は、その旨を連絡帳に書き、パスケースに入れ、兄姉

あるいは通学班の班長、同じクラスの子を通して届けるようにしてください。（必ず

連絡してください。）

☆集めるもの

・「子とともに ゆう＆ゆう」申込書（説明会時に配布済み）を、希望者のみ４月１２

日（金）までに提出してください。

・４月１１日（木）に、ぞうきん２枚（記名不要）・新聞紙１日分（ある方はお願いし

ます）を持たせてください。

☆上靴・体育館シューズ・運動靴

・甲とかかとの２か所に記名をしてください。

・運動靴は、運動しやすいものにしてください。

・上靴・体育館シューズ入れは、場所を取らない布製のものが扱いやすいです。

☆体操服

・体操服の上下・赤白帽子に記名をしてください。下着のシャツも脱ぎますので、記名

を忘れないようにしてください。

・布製の体操服袋を用意し、体操服、赤白帽子を入れてください。

・寒いときは、長袖体操服やジャージの上下を着てもいいです。

☆ナプキン・マスク・コップ・歯ブラシ（歯ブラシのみを学校から配布）

※歯みがきについて別紙参照

・給食があるときは、上記の給食セットを毎日持たせてください。

・使ったものは、毎日持ち帰りますので、洗濯をお願いします。

☆国語・算数ノート

・学校で購入します。

☆学年費集金

・毎月学年費を口座より引き落とさせていただきます。詳細は、後日配布するプリント

をご覧下さい。第１回は、４月２６日（金）に引き落としがありますので、前日まで

に入金をお願いします。

とどけてくれるひと



登下校について
・登校は班によって集合・出発時刻が違いますが、原則として学校に７時５５分から８

時５分までに着くように登校します。遅れないように送り出してください。

・欠席、遅刻の場合は、必ず班長に連絡してください。

・下校は、給食が始まるまでの間は、１１時３０分ごろ学年で下記のように方面別の班

に分けて下校します。このコースで担任（職員）がそれぞれ一番右の場所まで送りま

すので、途中までお迎えをお願いいたします。

・一斉下校（月曜日）のときは、登校と同じ班で全校の児童がいっしょに下校します。

方面別の下校について
・方面別の下校は、ヘルメットに貼ってあるシールの色で区別します。

※自宅と違う家に下校する場合は、本日中（８日中）に申し出てください。下校する

方面のシールを２枚貼ります。

紫 北方・森田屋方面 天神社→玉屋公園→森田屋→十二神社

青 河浦橋方面 甘露寺→河浦橋→役場

緑 厚生病院方面 フラワーマーケットワタナベ→厚生病院

金 河和台・上前田１ 学校西坂下→河和台交差点

方面

金桃 金桃の子は体育館横の門で左に曲がり、

金の班と分かれます。

桃 上前田２方面 旧角屋→上前田交差点→保健所

黄 六反田・新浦戸方面 上前田交差点→南保育所北横断歩道

※通学路は、廊下掲示の地図を参考にしてください。

低学年の自転車の乗り方について

本校では，１・２年生の児童が自転車に乗るときは，保護者や家族などの大人が見ている前で

乗るよう指導しています。児童の様子を見ていると，狭い道や自動車の通りの多い道を児童だけ

で自転車に乗っていて，自動車と接触するようなヒヤリとする場面を見かけるときもあります。

また，交通安全教室において，３年生以上の児童には自転車で道路を横断するときは，安全のた

め一時停止をして，自転車から降りて引いて渡ることを指導しています。平成 20 年（2008）6
月 1 日施行の改正道路交通法より，13 歳未満の幼児・児童が自転車に乗る場合には，同乗時に
も，必ずヘルメットを着けるように保護者が努力することを義務付けるものとなっています。こ

の機会に，自転車の乗り方（ヘルメット着用，一時停止，左側通行など）について，ご家庭でも

お子さんと交通安全についてお話していただくとともに，お子さんの安全を見守っていただけま

すよう，ご理解，ご協力をよろしくお願いします。


